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年平均雨量の増加

積雪量の減少

融雪時期の早まり 河川流出時期の早まり

田植え時期の早まり
当該時期の
需要増加

当該時期の
需要増の緩和

流出量減少分が
需要増緩和分を上回る恐れ

水田、稲等の蒸発散量増大

その他作物の植え付け時期の変化

需要量に変化飲料水等需要増大

節水の進展（機器等）

水温上昇
（低下しない）

濁水の発生

植物プランクトン増殖

湖内循環の変化

異臭味、ろ過障害

重金属、栄養塩類の溶出

水質障害

温暖化温暖化

降雨変動の増大

海面上昇

台風の頻度は減少
するものの大型化

塩水の河川遡上

地下水の塩水化

河川取水障害

ゼロメートル地帯等での高潮災害 災害時の長期断水

著しい少雨の発生

需要減少

融雪期河川流量減少

豪雨の頻発

需要面需要面

農業用水の需要農業用水の需要

都市用水の需要都市用水の需要

高潮災害時の
リスク増大

水質リスク増大

リスク緩和要因

リスク影響要因

渇水リスク増大

気候変動気候変動 気候変動による水資源への影響相関図気候変動による水資源への影響相関図
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温暖化

水温上昇
（低下しない）

降雨パターンの変化

土砂の流出

濁水の増大

冬季結氷の減少
（透過光の増大）

遺骸が底層に沈積

水温躍層の変化

植物プランクトン増殖

底層DOの減少 重金属、栄養塩類の溶出
（水質障害の要因）

異臭味、ろ過障害

深層曝気設備

表層循環設備
選択取水設備
活性炭投入
高度処理

貯砂ダム
バイパス水路

湖内循環の変化

水質に係る問題について、水質障害要因の除去及び水質障害への対策を効率的、効果的に
進める。
未解明の要素が多く、データの蓄積を図り、既存の対策の効果検証をさらに進めるとともに、
シミュレーションによる将来予測やこれに基づく対策についてさらに検討を進める。

【対策事例】

豪雨による土砂災害

気候変動気候変動 地球温暖化がもたらす水質への影響イメージ地球温暖化がもたらす水質への影響イメージ



3全取水量の約１３％は地下水が水源

地下水地下水
13%13%

河川水河川水

我が国の地下水使用状況

沿岸地域沿岸地域
約約8%8%

（注）厚生労働省「水道統計」（平成16年度）を基に、
海岸を有する市町村を沿岸地域として集計した。

※生活用水における8%を基に、工業用水、農業用水
ともに生活用水と地下水の割合が同程度と仮定し
て算定した値。

沿岸地域における生活用水の
地下水取水量は、8%程度

沿岸域の地下水取水量は、我が国の使用水量の1%※程度と推定される。

農業用水農業用水
32%32%

生活用水生活用水
34%34%

工業用水工業用水
34%34%

生活用水の地下水取水状況
地下水の用途別比

気候変動気候変動 海面上昇に伴う地下水への影響海面上昇に伴う地下水への影響
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予測値
実現象

時間

データ

時間

データ

データ

時間

2000年

Ｘ年

Ｙ年

Ｚ年

適応策策定

予測精度の向上

適応策見直し

適応策見直し

予測精度の向上
調査・研究の進展

調査・研究の進展

モニタリング

モニタリング

（出典）国土交通省（治水対策小委員会資料）

気候変動気候変動 順応的なアプローチ順応的なアプローチ
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流量増
流量減

流量増

・治水容量は、非洪水期2,790万m3、洪水期7,984万m3で

あり、この一部を利水容量として活用（但し、コンジット等
の放流設備の新設・改造が必要、且つ洪水到達前に安全
管理を徹底しつつ確実な事前放流を実施）。

※薗原ダムの洪水期利水容量300万m3は、もともと予備放流方式。

予測が可能であれば、ダムの適応管理を実施

①平常時に空容量となっている洪水調節容量（治水容量）の一部に、流水を貯留して利水容量を確保

②洪水に備えて、予め利水容量の一部の水位を下げて治水容量を確保

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

非洪水期 洪水期 非洪水期

利水容量

治水容量
貯
水
量

▽洪水時満水位

▽常時満水位

現行

気候変動に
対応した運用 ▽夏期制限水位

流
量

（m3/s）
将来 現況

大規模出水流出時期の早まり

河川流出量の減少

代かき期が早まった場合でも需要期の流量が不足

増
減
＋
－

▽気候変動適応管理水位

（26,473万m3）

（29,263万m3）

（21,579万m3）

例）利根川上流５ダム諸元 単位：万m3

貯留

7,98421,5792,79026,47329,263計

通年洪水期1,414300921,3221,414薗 原

洪水期×9401,06002,0002,000相 俣

通年×2,1201,4694883,1013,589藤 原

洪水期×1,3007,20008,5008,500奈良俣

通年×2,21011,5502,21011,55013,760矢木沢

将来の
可能性

現在治水
容量

利水

容量

治水
容量

利水

容量

利水の適応期間洪水期

（7～9月）
非洪水期

（1～6、
10～12月）

有 効

貯 水

容 量

ダム

気候変動気候変動 気候変動に適応したダム操作管理の検討気候変動に適応したダム操作管理の検討
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これまでの渇水調整ルールは、許可水利権量又は実取水量をベースに取水制限をかける形をとってきた。

この方法は、自流取水のみの時代、あるいは実需要に供給（水資源開発）が追いついていない段階にお

いては問題なく機能していた。

しかし、利水者が利水安全度向上も含めて水源開発を行う現段階においては、利水者が水源開発に参画

して安全度を高めても、渇水調整に入ると当該利水者の未利用水量は水系の利水者全体のプールとして

使われてしまい、当該利水者が水源開発努力に見合った安全度を得られないという不合理が生じる。

需要マネジメント需要マネジメント これまでの渇水調整ルールの概要と課題これまでの渇水調整ルールの概要と課題

利水者Ａ 利水者Ｂ 利水者Ｃ 利水者Ａ 利水者Ｂ 利水者Ｃ

開

発

水

量

未

利

用

水

量

　

　
∥

安

全

度

分

実

取

水

量

平常時 渇水調整時

渇

水

調

整

後

の

取

水

可

能

量

利水者Ａが安全度分として確保した未利用水量が、渇水調整に

入ると他の利水者の取水制限率緩和に回ってしまう。

（100）

（90）

（80）

（90）

（80） （81）
（72）

（72）
（64）

例えば、（）は20%取水制限が10%の取水制限に緩和

（安
全
度
分
を
含
む
）

※ここでの検討は、主としてフルプラン水系における水資源開発施設のケースを念頭において整理している。
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需要マネジメント需要マネジメント 未利用水の現状での使われ方未利用水の現状での使われ方
（Ｘ水系における試算）（Ｘ水系における試算）

完成済み施設に係わる未利用水については、結果として暫定水利権の安定取水に貢献している水系もある。
（普段は利水者Ｄの未利用分を他の利水者が活用している。）

経済効果（平成6年夏渇水の取水制限状
況を想定した場合）

・取水制限日数59日
・通常の取水がなされている時の水道単
価120円/m3（H16単価）
・各利水者暫定実績取水の合計1.31m3/s
・安定暫定同率の取水制限として約5億
円の効果

平成６年夏渇水の取水制限日数
取水制限率 10% 20% 30%
取水制限
期間

7/22～28 7/29～8/15、
8/30～9/7

8/16～8/29

取水制限
日数

7 日 27 日 14 日

4,267,037m3×120円/m3≒512,000,000円

暫定水利権の取水制限に伴う取水量
10%制限時 20%制限時 30%制限時

流量
上:毎秒
下:日量

取水制限
期間の総量

流量
上:毎秒
下:日量

取水制限
期間の総量

流量
上:毎秒
下:日量

取水制限
期間の総量

利水者Ａ 0.52m3/s 0.47m3/s 0.42m3/s 0.36m3/s
40,435m3/日 283,046m3 35,942m3/日 970,445m3 31,450m3/日 440,294m3 1,693,786m3

利水者Ｂ 0.52m3/s 0.47m3/s 0.42m3/s 0.36m3/s
40,435m3/日 283,046m3 35,942m3/日 970,445m3 31,450m3/日 440,294m3 1,693,786m3

利水者Ｃ 0.27m3/s 0.24m3/s 0.22m3/s 0.19m3/s
20,995m3/日 146,966m3 18,662m3/日 503,885m3 16,330m3/日 228,614m3 879,466m3

総合計 4,267,037m3

取水制限時
の取水可能量

最大取水実績量
－安定水利権

各利水者のダム開発量・水利権量・取水実績状況

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

利水者Ａ 利水者Ｂ 利水者Ｃ 利水者Ｄ

取水量(m3/s)

現状未利用

暫定水利権（未完成施設）

安定水利権（完成施設）

自流分

最大取水実績量（半旬平均）

※利根大堰より下流にある各利水者の利
根川掛り取水口に対する水利権量・取水量
及びダム開発量をまとめたもの。

最大取水実績量
－安定水利権

＝0.27m3/s

最大取水実績量
－安定水利権

＝0.52m3/s

最大取水実績量
－安定水利権

＝0.52m3/s

未利用分

暫定取水による
安全度低下対策として使われて
いる

（H13～H17の実績最大の平均）

安定水利権－
最大取水実績量＝

6.80m3/s
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許可水利権量や実取水量ではなく、水源確保量をベースに取水制限をかける渇水調整とすることにより、

このような不合理をなくすことができる。

Ｘ水系においては、現在建設中のダム等施設の完成後の渇水調整の方法について、水利に関わる都県

及び国の関係機関による）「Ｘ水系渇水対策連絡協議会」において関係者間の調整、協議を行い、水資源の

合理的、効果的な運用を図っていくこととしている。

需要マネジメント需要マネジメント 新しい渇水調整ルール新しい渇水調整ルール
（水源確保量をベースとした渇水調整ルール）（水源確保量をベースとした渇水調整ルール）

従来の渇水調整 〔将来〕水源確保量に基づく渇水調整

通常時 渇水時 通常時

取水制限量

渇水時

取水制限量

需
要
量

取
水
可
能
量

水
源
確
保
量

制限率

制限率

取
水
可
能
量

水
利
権
量

水
利
権
量

Ｘ水系における新しい渇水調整方法の考え方
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Aダム・Bダムの容量配分： 予め、用途別容量配分を決めておく

持分計算容量配分： 予め、用途別、貯水量増減時別の容量配分ルールを決めておく。

（運用手順）

１．管理日報（水管理記録）の整理： 前日の各用水使用量を整理する。

２．持分容量の計算： 予め決めた容量配分ルールに基づき、配分量を決定し放流。

３．各利水者容量の報告： 利水状況を通知。

需要マネジメント需要マネジメント 貯金通帳方式（イメージ）貯金通帳方式（イメージ）

持分容量計算のイメージ

250

300

250

ダム

放流量

80

120

120

流入量

1004,91015014,78019,6903

4,83014,69019,5204

5

1004,98020014,89019,8702

505,00020015,00020,0001

使用量利水者b使用量利水者a

貯留量貯留量日

※貯留量が減少している時の場合

前日貯留量
+流入量－放流量

前日貯留量
+流入配分量－放流量 ※流入配分は、利水者a,bで3:1としている
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これまでの渇水調整は、水系ごとに、当該水系の事情（水利用に関する伝統的なルールや水資源開発の
経緯など）を踏まえた形で実施されてきている歴史があり、それらを勘案した上で新たな渇水調整ルールを
適用する際にはそれら各水系に固有の事情を考慮する必要がある。

また、開発水量を基本とする取水制限や貯金通帳方式の新たな渇水調整ルールに移行した結果として、
十分な利水安全度を確保していない利水者が従来より高率の取水制限率を課せられたり、自らの容量でま
かなえなくなり、地域の住民生活や経済活動に大きな影響が懸念され、それへの対応が課題である。

新渇水調整ルールによる取水制限率の変化
（平成８年度渇水（近年渇水）を用いた、ある流域における試算）

Ａ Ｂ
（％）

第３回水マネジメント懇談会資料を国土交通省水資源部にて修正

Ａ Ｂ
（％）

A・Bは利水者

開発水量を基本として渇水調整では、Bのように過度な取水制限率がかかるためセーフティネットが必要

需要マネジメント需要マネジメント 新しい渇水調整ルールに移行する上での課題新しい渇水調整ルールに移行する上での課題((１１))

開発水量を基本とした渇水調整現状の渇水調整
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0千

2千

4千

6千

8千

10千

12千

8/1 8/15 8/29 9/12 9/26 10/10 10/24 11/7 11/21 12/5 12/19

需要マネジメント需要マネジメント 新しい渇水調整ルールに移行する上での課題新しい渇水調整ルールに移行する上での課題((２２))

BB市市

AA市市

CC市市
350万㎥

B市からC市への融通

250万㎥

《渇水対応状況》

１１／１８ 第○次渇水調整会議 B市がC市へ３５０万㎥を融通
１２／１９ 第○次渇水調整会議 ①B市がC市へ２５０万㎥を融通

貯金通帳方式の課題
～水不足時の利水者間での貸し借り（一種のセーフティネット）～

貯金通帳方式をとっている水系においても、渇水が進展した場合に水融通が必要となる場合がある。
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①渇水調整において実績貯水量ベースで取水制限／無償の一時融通

②開発水量・水利権を手放すリスクが大きい

一度手放すと再度手に
入れる時には、時間的・
経費的コストが大きい

必要性に応じた合理的な水資源配分
がされにくい構造

ある利水者は無償で
配分・融通される

自発的な水源手当のインセンティブが
働きにくい構造

節水のインセンティブが働きにくい構造

需要マネジメント需要マネジメント 需要側のマネジメントにおける構造的な課題需要側のマネジメントにおける構造的な課題

未利用水量が無償で
他の利水者へ配分・融通

取水制限方式では節水をしても
自らにフィードバックされない

負
担
と
受
益
の
不
一
致

手
放
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が

働
か
な
い

必要性の低い水を
保持し続けるおそれ
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需要マネジメント需要マネジメント 渇水調整ルールの得失渇水調整ルールの得失

自流取水の
扱い

 実績取水量に対して一律カット カットせず × × × ○ ○ 自流取水の扱い

 実績取水量に対して一律カット
カットの対象
（左に同じ） × × × ○ ○

 実績取水量に対して用途別に差
を設けてカット

カットの対象
（左に同じ） × × × ○ ○

 開発水量に対して一律カット
カットの対象
（水利権水量）

○ ○ × × ×
・利水者の節水インセン
ティブが入る必要有り
・関係者間の合意

 貯金通帳方式
　 未利用水量を自らに利用

○ ○ △ × ×

水
バ
ン
ク

 貯金通帳方式
　 未利用水量のリース ○ ○ ○ × ×

方 式
（開発水量の扱い）

負担と
受益の
対応

水源手当の
インセンティ
ブ

節水の
インセン
ティブ

影響の緩
和度

流域の
歴史等の
尊重

今後の課題

貯
金
通
帳
方
式

別の扱い

・セーフティーネットのしく
み（十分な安全度を保持
できる無い利水者への水
融通）
・関係者の合意
・貯金通帳のあり方

取
水
制
限

・利水者の水源手当・節
水のインセンティブが入る
必要有り
・負担と受益の関係の公
表
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例：利水負担金９０億円（開発水量1.0m3/s）を負担して１９８０年頃に
開発した水資源開発施設の残存価額 （法定耐用年数８０年で計算）

《移転インセンティブが低い理由 １ 》

01122344556687990残存価額（億円）

80706050403020100経過年数（年） ※H19年度税制改正に伴
い、残存簿価1円まで減価
償却した場合で計算
※小数点以下四捨五入

例えば、３０年経過時点での残存価額＝約５６億円

→仮に、容量の半分しか活用できておらず、その容量見合いの収益（１７億円）しか得られていな
い場合、残りの１７億円分の対価が回収できていない。

→移転するインセンティブが働かない一因。

・用水転用に伴う施設等に係る費用負担は、当事者間での調整。（施設の減価償却
後の残存価額が基本）

→投資に見合う収益を回収できていない部分の存在や年数の経過に伴い残存価額
が低くなっていくが機能は経過年数ほど低下しないこと等により、施設を手放すイ
ンセンティブが働かない。（現状）

需要マネジメント需要マネジメント 水利用配分の融通性を高める施策水利用配分の融通性を高める施策
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需要マネジメント需要マネジメント 水利用配分の融通性を高める施策水利用配分の融通性を高める施策

同じ水量②と③をこの順序に開発する
場合、要する補給量は、それぞれCとD。
後から開発するのに要する補給量の方
が大。
河川水の利用の進展に伴い、補給に必
要なダム等の貯水池容量は大きくなり、
水資源の開発効率は低下し、開発に要す
る費用も増加する。

例： ※ダム年鑑データより試算

Aダム（1980年頃完成）
開発水量当たり水源費＝約90億円/m3/s
原水単価＝約26円/m3

Bダム（2000年代完成）
開発水量当たり水源費＝約280億円/m3/s
原水単価＝約85円/m3

・基本的に、現時点で「余剰水は無い」状態。
→利水者が現在ダム等に乗っている持っている水利権を一度手放すと、将来の必要時に
新たに施設開発が必要。
・施設開発には時間が必要：必要時に入手困難（時間的リスク）。
・一般に後発の開発ほど開発コストが割高：必要時に莫大な負担（経費的リスク）。
→将来の時間的・経費的リスクと、現在の施設を保有し続けるリスク（維持管理費負担）と
を天秤にかけた結果、施設を手放すインセンティブが働かないのが現状。

出典：H18年度「日本の水資源」

 

河
川
流
量 

1月 12月6月 

①年間を通じて

安定して 
流れる量 

②先発開発量 

Ｃ：流量②を開発するために必要なダム補給量 

ｃ：②を開発するときで、ダムに

貯留できる量のうち実際Ｃを補

給するために使われる量 

Ｄ：流量③を開発するために必要なダム補給量 

③後発開発量 

ｄ：③を開発するときで、ダムに

貯留できる量のうち実際Ｄを補

給するために使われる量 

C＜D

《移転インセンティブが低い理由 ２ 》



16

※施設移転の流動化の相乗効果
施設移転の流動化が始まれば、将来、容量が必要になったときにコストの高い新規施設
開発をしなくても、自分が施設を手放したのと同様、その時点で既存施設の開発済み容量
が比較的容易に得られる状況になっている。

需要マネジメント需要マネジメント 水利用配分の融通性を高める施策水利用配分の融通性を高める施策

（対応策）移転に伴うリスクの低減

38

70

30

80

23

90

15

100

0845536068758390残存価額（億円）

1201106050403020100経過年数（年）

《理由１ 》に対する対応案（移転費用にリスク等を上乗せ）

○対応案①：回収できていない費用を考慮（５６億円＋１７億円＝７３億円）
○対応案②：耐用年数延長を考慮

→水資源開発施設は適切に維持管理を講じれば長期間使用可能。
例えば、耐用年数を１２０年と考えることにすると、３０年経過時点での残存価額＝６８億円

○対応案③：現時点の建設費に対応した費用とする。（約２８０億円）※前ページ参照
○対応案④：平均的な建設費に対応した費用とする。（（９０億円＋２８０億円）/2＝１８５億円）
○対応案⑤：将来の建設費に対応した費用とする。（？億円）

《理由２ 》に対する対応案（リスクの回避）

○リース制度：施設を手放すリスクを回避し一時的にリースできる制度が成立すれば、転用譲渡より
低廉な価額になることが期待され、流動化の促進に繋がる。

※H19年度税制改正に伴い、残存簿価1円まで減価償却した場合で計算
※小数点以下四捨五入

→用水転用のインセンティブ増加に寄与

→流動化が一層促進（相乗効果）。
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河川法第５３条の２（渇水時における水利の特例）の事例

需要マネジメント需要マネジメント 渇水時の一時融通の事例渇水時の一時融通の事例

平成13年5月4日～9日に小貝川で実施。
比較的余裕のある霞ヶ浦用水（水公団）から福岡
堰土地改良区（農業用水）へ1.1m3/sの水融通を
実施。

なお、費用については緊急放流に要した電力量約７０万円
を茨城県が支払っている。

平成17年6月16日～7月6日に長良川導水で実施。
長良川導水を水利権量の範囲内で補填
（0.105m3/s）することにより、愛知用水の上水の節
水に対処。さらに6月29日からは補填量を
0.555m3/s追加し対処。

なお、費用については無償で実施。

大府市
約8万人
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・リースする費用の見直し

・移転費用の見直し

・移転費用の見直し（未利用
水量（未処分）を開発者の権
利として使える）

・リースする費用の見直し
（未利用水量（未処分）を開
発者の権利として使える）

開
発
水
量

開
発
水
量

水
利
権
水
量

水
利
権
水
量

未
利
用
水
量

未
利
用
水
量

○平常時

○渇水時※2

○平常時

○渇水時※2

転用譲渡

一時融通

転用譲渡

一時転用

一時融通

一時転用

制
度

転用
譲渡費用

あ
り

な
し

建設費※1

建設費※1

経済的
損失補填

※1 減価償却を考慮
※2 渇水調整が実施され、未利用水量が結果的に水源手当のない利水者に無償で融通

取
水
量

取
水
量

今後融通
性を高め
る必要性

－

－

－

○

○

既存制度の手当てできて
いない部分への対応

既存制度も含めた対応

既存制度

・一時的に水源をリース
できる （未利用水量（未処
分）を開発者の権利として
使える）

既存制度

・水利権水量の見直し
なお、その結果、未処分の未利
用水量となった場合は上と同じ

既存制度

融通性を高める今後想定しうる制度

水バンク

（
未
処
分
）

（
未
処
分
）

（
処
分
済
）

（
処
分
済
）

前提条件
渇水調整では、負担に応じて受
益が得られるしくみ

な
し

な
し

あ
り

あ
り

需要マネジメント需要マネジメント 水利用配分の融通性を高める制度水利用配分の融通性を高める制度
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背背 景景

設設 立立

組組 織織

1987年から始まった渇水の5年目で切迫した状況の中で設立、水利権の譲渡には時間がかかること
から迅速な水融通を行うことを目的

1991年

（１）州水資源局内に水購入委員会、州水資源局と購入者により組織、必要に応じて設置

（２）水銀行に販売可能な水量

・農地を休耕し灌漑用水を水銀行へ移送

・地表水のかわりに地下水の使用

・地方の貯水池の水の移送

（３）購入者が明示すべき事項

・給水量の最大限利用と十分な節水対策

・都市用水では水供給が通常の水需要の75%未満
・農業用水では、高価値農作物

（４）水の割り当て方法

水の割り当てに対して優先順位、①人の健康・安全（防災）に関わるもの、②75%未満の給水率の
都市用水、多年生植物、高価値農作物への農業用水、③野生生物資源に関わる緊急性ニーズ

（５）水の価格

平常時の水の単価でなく便益を含んだ農家の生活補償費を踏まえ、売り手や買い手との話し合い

により、取得価格を設定、約10円／m3、販売価格約14円／m3

（６）価格の設定者：水購入委員会

需要マネジメント需要マネジメント カリフォルニア州水銀行の概要（１）カリフォルニア州水銀行の概要（１）
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法的整備の流れ法的整備の流れ※※

1979年以前 未利用な水利権は法律により没収することを決定

1979年 水利権没収ルールの改正により節水により捻出された水は没収の対象とならないことと規定

1980年 水利権の一時的な他者への転用は没収の対象外であることを再度規定

1982年 節水により捻出された水を売買可能であることを規定

1991年 水利権の一時的な他者への転用は没収の対象外であることを再々度規定

州水資源局が主体となった理由州水資源局が主体となった理由

譲渡の許可権限者である州水管理局との連携により、譲渡条件が交渉しやすい

水資源局が供給する利水者からの買い取りのため交渉しやすい

水資源局が移送水路を所有

実実 績績 98億m3が不足、そのうち、7億m3（水銀行）、49億m3（地下水過剰揚水）

※水配分における政府の役割～カリフォルニア州渇水銀行を事例に～（総合地球環境学研究所 遠藤崇浩）を修正

需要マネジメント需要マネジメント カリフォルニア州水銀行の概要（２）カリフォルニア州水銀行の概要（２）

近年の状況近年の状況

1992年、1994年 水銀行の実施

2001～2003年 水購入制度の実施（渇水でなく乾燥年においても水銀行と同様の制度実施）
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内 容 水バンクの役割 制度上の課題

取
引
の
仲
介

容
量
確
保
と
水
供
給

利水者から、永久又は一時的に、
未利用の水源又は水利権が付
与された水源を、水バンクを通じ
求める利水者へ移転又はリース

未利用水量に相当する貯留容
量を水バンクが買い取り、求め
る利水者へスポット的に供給

利水者の間で、水源取引の仲介
水の公共財としての性格の確保
・利水者の優先順位と
配分の決定（※）
・適正価額の維持（※）

※情報のオープンが前提

買い取った容量内で料金徴収に
よって水供給
セーフティーネット（十分な安全度を
保持できない利水者への対応）
水の公共財としての性格の確保
・利水者の優先順位と
配分の決定（※）
・適正価額の維持（※）

※情報のオープンが前提

水源のリース、移転の制度の確立
補助金返還

水源のリース、移転の制度の確立
貯留者と下流で取水する権利者が
異なる場合の取水の担保
取水水利権を有しない水バンクに
よる貯留の担保

利水者に委ねる程度、行政の関与
程度は検討

利水者に委ねる程度、行政の関与程
度は検討

需要マネジメント需要マネジメント 水バンク制度のイメージ水バンク制度のイメージ
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負担と
受益の関係 内 容 経済的対価の考え方 公益性 公平性

水を持つ利水者
負担＞受益
水を持たざる
利水者
負担＜受益

（現行）
未利用の水量が渇水調整で
無償で他の利水者へ配分
未利用水量が渇水時に無償
で利水者間で融通

一致
負担に応じた受益が

得られるしくみ

金銭的インセンティブの導入

未利用水量を自らの安全度
に利用できる

未利用水量（又は水利権が
付与された水源）を有償で融通
（転用）

市場に委ねる

一致

現物で対価を得る

残存価額
回収費用に配慮
耐用年数延長を配慮した費用
現時点での建設費に対応する
費用
平均的な建設費に対応する費
用
将来の建設費に対応する費用

需要と供給の関係で価格設定

負担と受益
の関係が完全
に一致

現行制度

手放すときの
リスク最大

水を持つ者が
大きな利益を得
る一方、水を持
たざる者は大き
な負担
投機の対象

節水インセンティブ
水源手当のインセ
ンティブ
水資源の合理的再
配分

金銭的に支払い
能力を有する者が
水を得ることとなり
公益性の面から問
題

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
し
く
み
が
必
要

不公平性が
拡大

不一致

非公益性

（手放すリスク
を上乗せ）

需要マネジメント需要マネジメント 経済原理導入と公益性・公平性の関係経済原理導入と公益性・公平性の関係

水源手当努
力に見合った
受益

無償の配分・融通が頻繁に行
われるのは公平性・公益性に
欠ける 改善すべき
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水源確保努力に見合った水資源が確保される

水を持たざる者へのセーフティネットが必要

しかし、市場に委ねられ価格が高くなる程、水をもつ利水者にとって利益が得られる一方、水を持たざる利水者

は大きな負担、不公平性が拡大

限られた水資源の有効利用と必要な水資源確保が促進される
権利を所有することで権利を大切にするインセンティブ、節水インセンティブが働く
ただ乗り（無償で融通される等）の利水者には、自発的な水源手当のインセンティブが働くとともに、節水のイン
センティブが働く
水資源の合理的な再配分化により、必要性に応じた水利用が実現され、必要性の低い水が使われる状況から
脱却でき節水インセンティブが働く
しかし、市場に委ねられ価格が高くなる程、金銭的に支払える能力がある者が水を得ることにより、公益性の面
から問題

公益性の視点公益性の視点

公平性の視点公平性の視点

公益性と無償性は論理必然的につながるものではないことを踏まえ、公平性・公益性に欠ける程度が大きい場

合には、公平性・公益性を増進させうる範囲での金銭的インセンティブの導入はあるのではないか。

残存価額に水源を手放すリスクを上乗せする費用までの範囲で取引ができるようにしたらどうか。

需要マネジメント需要マネジメント 経済原理経済原理((金銭的インセンティブ金銭的インセンティブ))導入について導入について

公平性・公益性の欠ける程度の大きい場合（例えば、無償で配分・融通されるケースが公平性・公益性の欠ける程度の大きい場合（例えば、無償で配分・融通されるケースが
頻繁に発生する場合）には、その状況を改善すべきではないか頻繁に発生する場合）には、その状況を改善すべきではないか 《《前提前提》》
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流水保全水路の運用　H10.7～

（清流ルネッサンスⅡ目標値）
水道水においてカビ臭を
感じやすくなる値 1)

課題

水質汚濁の著しい坂川で発生するカビ臭物質が江戸川に流入し、水道水のカビ臭に伴い住民より

苦情が多数

アンモニウム態窒素の濃度上昇に伴う塩素注入量の増加によるカルキ臭の発生

事業所等が多いため有害物質の流入など水質事故のリスクに脅かされている

金町浄水場原水における2-MIBの経年変化

（注）1.江戸川河川事務所「平成17年度江戸川流水保全水路事業整理業務
報告書」

2.２－ＭＩＢ（ジメチルイソボルネオール）は、カビ臭の原因となる物質。
土臭、墨汁臭となることもある。

（出典）国土交通省関東地方整備局

取排水系統の再編取排水系統の再編
利根川水系江戸川（古ヶ崎・栗山・金町浄水場）における対策事例利根川水系江戸川（古ヶ崎・栗山・金町浄水場）における対策事例

坂
川
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 従来はここで

江戸川に合流

（注） 江戸川河川事務所
「江戸川流水保全水路整備事業」

○ 費 用

・浄化施設、流水保全水路の整備費

○ 便 益

・カビ臭等の除去に必要な薬品等、費用の軽減

額（直接便益）

・水質事故の被害軽減額

・動植物の生息・生育環境の場の創出（CVM）
○ Ｂ（直接便益）／Ｃ ＞ １

Ｂ（水質事故の被害軽減額）※／Ｃ ≫ １
※発生確率は考慮せず

・水道原水水質の改善

・水質事故による有害物質の流出
防止、利水障害の回避

・江戸川の水質改善、浄化用水の
一部を坂川に還元して坂川水質も
改善

・せせらぎ水路による、新たな自然
環境を保全・創出（環境教育の場
として活用）

・江戸川本川に流入する
坂川の汚濁水を、古ヶ崎
地先に全て集めて浄化し、
江戸川高水敷の流水保全
水路を通して古ヶ崎・金
町・栗山浄水場の下流ま
で流水をバイパス

・河川事業と共同事業

費用対効果の考え方効 果水質改善の施策

取排水系統の再編取排水系統の再編 江戸川の流水保全水路等による利水障害の回避江戸川の流水保全水路等による利水障害の回避
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課題

利
根
川

常陸利根川

銚子市
旭市

東庄町

東総広域水道（上水）
東総用水（農水）

黒部川貯水池

東総用水
笹川取水口

利根川河口堰

旧小見川町 黒部川

桁沼川

玉川

大利根用水取水口

一之分目揚排水機場

銚子市水道
取水口

銚子市水道

黒部川水門

都市化の進展
（工業地域のベットタウン）

穀倉地帯
畜産農家も点在

原水の水質悪化により、異臭味の発生やトリハロメタン濃度の上昇が課題

農業用水の注水停止となる非かんがい期に黒部川の水質が悪化

取排水系統の再編取排水系統の再編 利根川水系黒部川利根川水系黒部川((東総広域水道企業団笹川浄水場東総広域水道企業団笹川浄水場))

【水質の状況】

出典：水道統計および東総広域水道企業団HPより作成

原水水質の状況（東総広域水道企業団笹川浄水場）

2MIB

ジェオスミン

過マンガン酸カリウム消費量

黒部川総合開発事業完成（H2.3）
▽
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近隣の用水と合口して利
根川からの上流取水

２

・減水による湛水区間での影響の把握

・ペットボトル・浄水器の購入費用軽減等の間
接的な効果算定

・表流水転換に伴う井戸撤去による事業体の
便益算定（井戸の建設費、維持管理費、水質
検査費等）

・上水道の拡張・更新事業等との共同事業、
既存水路の活用等によるコスト縮減

・施設の集約化により維持管理費の軽減

（効果）

・原水水質が大きく改善

（課題）

・減水区間は生じるため下流河川
への影響の検討

・導水路の新設等により建設コスト
が増大

・単独事業や直接効果だけでは

Ｂ／Ｃが１より小

利根川からの取水に変更１

課題解決のための対応想定される効果・課題施 策ケース

黒部川模式図

利根川 →

利根川河口堰

黒部川水門

○○浄水場

○
○
用
水 黒部川貯水池

笹川浄水場

黒
部
川

0.690m3/s

揚排水機場

→ →

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

→

→

→

→

取排水系統の再編取排水系統の再編 黒部川における取排水系統の再編に関わる課題黒部川における取排水系統の再編に関わる課題

（出典）平成15年度水資源開発施設基本計画調査（独立行政法人水資源機構）を修正
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【水質問題と物質】

水
質
事
故
原
因
物
質

（
急
性
毒
性
物
質
）

金属
カドミウム、水銀、

六価クロム、鉛、ひ素 等

毒物
フェノール類、

シアン、臭素酸 等

農薬
チラウム、シマジン 等

病原微生物
大腸菌

耐塩素性病原生物
（クリプト、ジアルジア）

消毒副生成物
トリハロメタン、ハロ酢酸

界面活性剤
陰イオン界面活性剤
非イオン界面活性剤

異臭味
ジェオスミン、２MIB

不
快
感
原
因
物
質

（
異
臭
味
、

発
泡
原
因
物
質
）

【水質問題の原因】

○危機管理対策
○水質事故対策

取排水系統の再編

○高度浄水処理
○有機汚濁の防止、窒素・
燐対策（下水道整備（高度
処理含む）、面源対策、河
川・湖沼直接浄化事業等）

【水質問題への対策】

（消化器系
感染症
原因物質）

Unknown物質

（発ガン性
・遺伝毒性
物質）

水質リスクへの対応の方向性水質リスクへの対応の方向性 取排水系統再編等の対策取排水系統再編等の対策

工場、事業場からの
排出による水質事故

農家、事業場からの
不法投棄、水質事故

人間、哺乳動物の
糞便の排出

前駆物質となる有機
物の増大

未処理生活排水等の
排出

湖沼等の富栄養化
（栄養塩の増大）

原因物質を除去し
リスクを回避

高度浄水処理
排水適正処理

原因物質を低減し
リスクを回避
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（２）課題

○費用対効果の面での事業の成立

○河川流量が減少する区間が生じる場合の水量、水質や水辺環境に与える影響精査を踏まえた対応策

○取排水地点を変更する上で既得利水者の合意

（３）対応

○モデル地域を選定し検討

○河川管理者、上下水道事業者等の関係者の連携のもとに個々の実施箇所において課題解決に

向けた検討

（１）必要性

水道原水には急性毒性物質に加え、消化器系感染症物質、発ガン性遺伝毒性物質、

unknown物質などが混入し、健康・生命に対するリスクが内在

本川に流入する支川等からの原因物質を除去しリスクを回避

直接的効果だけではB/Cが１を超えることが困難
このため間接的な効果として、健康・生命に係るリスク回避への効果、おいしさに対する効果（異

臭味除去に関する支払意志額（CVM）やペットボトル、浄水器の代替費用）の算定の確立
河川事業、水道事業の拡張事業や更新事業等との共同事業、既存の水路網の活用等によるコス

ト縮減

水質リスクへの対応の方向性水質リスクへの対応の方向性 取排水系統再編の必要性と課題取排水系統再編の必要性と課題
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Ａダム

代替容量

Ｂダム

下
流
↓

ダ
ム補
給ダ

ム
補
給

陸上掘削

Ａダムの代替容量を利用し、
Ｂダムで水位低下させた後、陸上掘削を実施

老朽化施設に対し計画的な修繕・対策によりライフサイクルコスト最小化

緊急時の対応緊急時の対応 アセットマネジメントによる確実な機能確保アセットマネジメントによる確実な機能確保

例） 複数のダムのある水系で代替容
量の確保により効率的な堆砂除去

大規模修繕・対策

年数

機
能

サービスする上で必要な水準
小規模な維持補修に加え
て大規模な修繕・対策

集中的な設備投資
により効率的
（集中的に要する費用
を確保する必要）

大規模修繕・対策
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地下水資源マネジメント地下水資源マネジメント 各種観測データの整理・整備が不十分各種観測データの整理・整備が不十分

現 状 ： 様式等の統一的な基準なし

Ａ県 ・〈集計〉観測井ごと
・〈形式〉縦：年度 横：月
・〈媒体〉紙ベース

（例） 地盤沈下量データ

Ｂ県 ・〈集計〉観測井一覧
・〈形式〉縦：年/月 横：観測井

・〈媒体〉電子データ

一元的な電子データベース化

データの効果的・効率的・実践的な活用

入力ソフト・様式等の統一

・入力作業が効率化
・データ更新が容易
・他機関とのデータ交換による共有化が促進

データ様式が不統一なこともあり、
地下水の適正な利用・管理に向け
データが有効に活用されていない
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雲

降水

涵養

浸透

地下水流

地下水流出

河川

蒸発

海域 地表面

地表水循環系

地下水循環系

蒸発散

地表流と
地下流の交換

地表
貯留表面流出

中間流出

降水量
気温・湿度
植生・土地利用

地形・地質
揚水量

・１８９６年（明治29年）の大審院判決において、地下
水は土地所有権に属されるものとされ、土地所有者
の自由使用が認められてきた。
・その後、民法２０６条の「所有権の内容」及び２０７
条の「土地所有権の範囲」が定められて、この考え
が強化され今日に至っている。
→従って、基本的に地下水は私水であり、その利
益、不利益とも土地所有者に帰属されると考えられ
ている。

【現在の法的解釈】

①地下水は、限りある貴重な水資源の一翼を担うもので

あり、地表水と同列に統一的に捉えるべき。

・地下水の源は、地表水（河川水）と同様、降水である。

・河川水は、降水の表面流出と地下水からなる。

・地下水は地表水（河川水）とともに水循環を構成する。

②地下水は、流動する水であり私権の対象になじまない。

・河川法（第２条）上、「河川の流水は、私権の目的となる

ことができない」とされている。

・流水という性質においては、地下水は河川水と同様であ

る。

③地下水の保全と利用を適切に行うためには、これを公

水と位置づけるのが妥当。

【地下水を公水とする考え方】

地下水資源マネジメント地下水資源マネジメント 地下水の持つ公共性地下水の持つ公共性

Ｒ－Ｓ－Ｅ＝ＧＷ Ｑs＝ＧＷ－Ｑ0

Ｒ：降雨 ＧＷ：地下水
Ｓ：表面流出水 Ｑs：適正地下水採取量
Ｅ：蒸発散量 Ｑ0：維持流量（地盤沈下、塩水化等の

地下水障害が発生しない量）
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総合水資源マネジメント総合水資源マネジメント 水資源開発促進法の概要水資源開発促進法の概要

水資源開発水系の指定

産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域について、
広域的な用水対策を施す必要がある場合、水資源の総合的な開発及び利用の合
理化を促進する必要がある河川の水系を指定。 （第３条）

水資源開発基本計画の策定

水資源開発水系の指定をした場合、当該水系において水資源の開発及び利用の
合理化の基本となるべき水資源開発基本計画を策定。この計画により、複数の関
係者の合意形成の円滑化を図る。（第４条、５条）

産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域
に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まって、河川の
水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進を図り、
もって国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目的に、１９６１
（昭和３６）年に制定。

（その他の規定）

基礎調査（第２条）

国土審議会の調査審議等（第６条）

基本計画に基づく事業の実施（第１２条）

基本計画の実施に要する経費（第１３条）

損失の補償等（第１４条）
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水資源開発基本計画（フルプラン）

水資源開発水系における水資源の総合的な開発
及び利用の合理化の基本となる計画

【記載内容】

①水の用途別の需要の見通し及び供給の目標

②供給の目標を達成するため必要な施設の建設
に関する基本的な事項

③その他水資源の総合的な開発及び利用の合理
化に関する重要事項

51%

17%

54%

49%

83%

46%

面積

(2005年)

人口

(2005年)

製造品出荷額等

(2003年)

フルプラン地域 フルプラン地域外

（注１）フルプラン地域とは、将来の水需給バランスが検討される地域である。
（注２）グラフの数値の原典は次のとおり。

・面積：「国土地理院ホームページ」

・人口：

・製造品出荷額等：

「平成17年版全国市町村要覧」

「平成15年工業統計表」 筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系

豊川水系

筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系筑後川水系

吉野川水系

淀川水系

木曽川水系

利根川・荒川水系

豊川水系

６事業
大山ダムなど

１事業
香川用水施設
緊急改築

15事業
川上ダムなど

２事業
徳山ダム
愛知用水二期

２事業
設楽ダム
豊川用水二期

34事業
滝沢ダムなど

施設整備
（注２）

約2.6m3/s－約49m3/s6.6m3/s約0.5m3/s約117m3/s開発水量
（注１）

平成27年度平成22年度平成12年度平成27年度平成27年度平成12年度目標年度

昭和41年２月
（1次計画）
昭和56年１月
（2次計画）
平成元年１月
（3次計画）
平成17年４月
（4次計画）

昭和42年３月
（1次計画）
平成４年４月
（2次計画）
平成14年２月
（3次計画）

昭和37年８月
（1次計画）
昭和47年９月
（2次計画）
昭和57年８月
（3次計画）
平成４年８月
（4次計画）

昭和43年10月
（1次計画）
昭和48年３月
（2次計画）
平成５年３月
（3次計画）
平成16年６月
（4次計画）

平成２年５月
（１次計画）
平成18年２月
（２次計画）

昭和37年８月
（1次計画）
昭和45年７月
（2次計画）
昭和51年４月
（3次計画）
昭和63年２月
（4次計画）

（注３）

計画決定
（全部変
更）

昭和39年10月昭和41年11月昭和37年４月昭和40年６月平成２年２月昭和37年４月
（利根川水系）
昭和49年12月
（荒川水系）

水系指定

筑後川水系吉野川水系淀川水系木曽川水系豊川水系利根川水系及
び荒川水系

総合水資源マネジメント総合水資源マネジメント 水資源開発基本計画水資源開発基本計画((フルプランフルプラン))の概要の概要

計画策定の手続き

関係省

関係県

水
資
源
開
発
水
系
の
指
定

計
画
案
の
作
成

閣
議
決
定

国
土
審
議
会
水
資
源
開
発
分
科

会
に
お
け
る
審
議

協 議

意見照会

基
礎
調
査
（需
給
想
定
調
査
等
）

国
土
交
通
大
臣
決
定

産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要と
する地域において、広域的な用水対策を緊急に実施する必要
がある場合に、当該地域に対する用水の供給を確保するため
水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要があ
る河川の水系

（注１）現行の水資源開発基本計画に掲上されている水資源開発施設の新規開発水量。

（注２）現行の水資源開発基本計画に掲上されている全ての事業数。

（注３）２次計画までは利根川水系における計画


